
【広報資料】

平成２７年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数

平 成 ２ ８ 年 ３ 月

法 務 省 入 国 管 理 局

（人）

人 身 取 引 の 被 害 者

国籍・地域 在留資格を 入管法違反者 合 計 ２６H

有していた者 （うち在留特別許可）

フ ィ リ ピ ン １４ ３ ３ １７ ７（ ）

タ イ ０ ８ ８ ８ １（ ）

ス リ ラ ン カ １ ０ ０ １ １（ ） ルワンダ

総 数 １５ １１ １１ ２６ ９（ ）

（注）１ 被害者は男性３人，女性２３人となっています。

２ 在留資格を有していた者の在留資格別の内訳は，

技能 １人

短期滞在 ９人

日本人の配偶者等 ３人

定住者 ２人

となっています。

３ 在留特別許可した１１人の入管法違反形態は，

不法入国 ２人

不法残留 ９人

となっています。

４ 不法残留となっていた９人の不法残留前の在留資格の内訳は，

興行 １人

短期滞在 ８人

となっています。


